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平成 22 年度 住宅分野への地域材供給シェア拡大総合対策事業 

地域材を生かした地域型住宅づくり支援事業 

地域型住宅づくり募集要領 

 

１．事業の趣旨 

  住宅分野への地域材供給シェア拡大対策事業は、地域の需要者等のニーズに対応した

新たな地域型住宅を提案することにより、住宅分野における地域材供給のシェア拡大を

図ることを目的としております。 

 この観点から、これまで地域材を生かした住宅づくりを推進している各地域の製材業

者、地域工務店、設計者などが共同して実施しているグループを対象にして、地域材の

利用拡大に寄与する新たな地域型住宅づくりの事業を公募し、地域の風土に根ざした優

れた提案課題について、木構造振興（株）と提案者との共同により地域型住宅づくりを

実施します。 

 

２．事業内容 

本事業は、次の二つの事業から構成されています。各々の手続きの概要は、以下のと

おりです。 

（1）地域型住宅づくり事業の公募 

木構造振興（株）（以下「木構振」といいます。）は、事業の提案に必要となる要

件を定めて公募を行います。 

応募のあった提案について審査を行い、優れた提案を採択します。 

（2）地域型住宅づくり事業の実施 

木構振は、(1)により採択された提案者（以下「事業体」）との間で共同により地域

型住宅づくりの事業を行います。 

 

２．１ 地域型住宅づくりの公募 

２．１．１ 公募する地域型住宅づくり事業 

 各地域の製材業者、地域工務店、設計者などが共同して実施している、地域材を用い

た住宅づくりの事業を対象とします。 

  また、提案される新地域型住宅づくり事業は、次の全ての要件に該当するものである

ことが必要です。 

  ①地域材を用いた部材の技術開発や共通化、供給の仕組みづくり、実証展示や地域材

認証等により、地域材を効果的に利用し、地域材の需要拡大に高い効果が期待でき

る木造住宅のモデルプランであること（産直住宅を含む）。 

②地域材を利用した住宅プランが、地域型住宅の普及促進に寄与できるものであるこ

と。 

    ③建築基準法に定める基準（構造、防火、環境等）に対応可能なもの。（建築地域 

   が２２条区域、準防火地域又は無指定地域などを明らかにすること） 
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  ④平成２３年２月末までに完了できるもの。 

 

２．１．２ 地域型住宅づくりの評価 

  地域型住宅づくりの事業としては次のようなものを想定し、評価を行います。 

なお、地域住宅づくりの実施体制が確保されていない提案や実用化を行う予定のない

提案は受け付けられません。 

・地域型住宅の仕様等が、提案内容の目的や目標に対して適切であるかを評価する。 

・地域型住宅が具体的住宅モデルとして提案され、実現性が高いかを評価する。 

  （他の事業などで提案され、採択された状況等も評価対象とする。） 

・提案された地域型住宅が、地域での普及促進に寄与することができるかを評価する。 

・地域型住宅づくりを推進するために、グループの構成がバランス良く構成されて活動

しているかを評価する。 

・地域型住宅及びその部材の仕様が、地域材の需要拡大に効果があることを評価する。 

 

２．１．３ 応募者 

応募者は、２．１．１で示す事業を行うグループとし、グループ内の製材業者、工務

店、設計者などの協力体制が確保されていることが条件となります。グループの規約、

経理に関する取り決めがあれば、法人格のない任意団体でも構いません。 

 

応募した事業が採択されますと、その事業について木構振との共同事業契約を行い、

事業を実施することになります。 

 

２．２ 地域型住宅づくり事業 

２．２．１ 共同事業を行う事業体 

木構振と共同事業を行う事業体は、地域材を生かした地域型住宅づくり事業を提案し、

木構振による採択を受けたのち、その事業について木構振との共同事業契約を行った事

業体となります。 

 

２．２．２ 共同事業の内容 

  木構振との共同事業については、以下の内容について対象とします。 

①地域型住宅モデルの仕様等を検討する委員会の開催費（コンサルティング費用、学識

経験者等の旅費交通費・謝金、会議費等） 

②供給体制の整備費（部材の共通化及び加工に関する検討経費、地域材認証制度の検 

討に関わる経費） 

③地域材部材開発費（部材製品の試作品製作、製品化に係る基礎試験等） 

④性能試験費（部材の基本的性能の性能試験、試験体の製作等） 

 但し、国土交通大臣認定取得のための性能評価に関わる費用（試験体製作費、性能

評価料）は対象外とします。 
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⑤地域型住宅モデルの設計費、マニュアル作成費（設計者による地域型住宅の設計費、 

施工マニュアルの作成費等） 

⑥地域型住宅モデル普及促進費（住宅モデルの展示として、地域材による部材を展示 

住宅の一部に設置するための材料費、製作費、施工費等） 

 

なお、①、⑤は必須事業で、②、③、④、⑥は選択とします。 

 

２．２．２．１ 計上できる経費 

(1) 技術者給 

「技術者給」とは、事業を実施するために追加的に必要となる業務について、本事

業を実施する事業体が支払う実働に応じた対価です。日当たり単価※に事業に従事し

た日数を乗じた額です。 

※ 日当たり単価の算定にあっては、基本給、諸手当（超過勤務手当は除く。）、賞与及び法定福利費を合わせた額

を、就業規則で定められた年間就労日数で除した額とします。なお、算定にあたっては退職給与引当に要する経

費を含まないものとします。 

 (2) 賃金 

「賃金」とは、事業を実施するために追加的に必要となる業務（資料整理、実験補

助等）について、事業体が支払う実働に応じた対価（日給又は時間給）です。 

単価については、当該事業体の賃金支給規則によるなど、業務の内容に応じた常識

の範囲を超えない妥当な根拠に基づき単価を設定することとします。 

(3) 謝金 

「謝金」とは、事業を実施するために追加的に必要となる企画、専門的知識の提供

等について協力を得た人に対する謝礼に必要な経費です。（地域での検討委員会開催

に伴う検討委員の謝金、原稿料、コンサルティング費用） 

単価については、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき単

価を設定することとします。 

(4) 旅費 

「旅費」とは、地域での検討委員会に出席する検討委員の旅費･交通費とともに、

事業を実施するために追加的に必要となる事業体が行う資料収集、各種調査、打合せ

の実施に必要な経費です。 

 (5) 需用費 

     「需用費」とは、事業を実施するために追加的に必要となる木材の部材費、消耗品、

資料等の印刷料、郵便料、諸物品の運賃等の経費です。 

     ただし、通常の事業に伴って発生する事務所の経費は除きます。 

住宅モデル展示に関しては、木材を利用した構造材および床・壁・天井に関わる部

分の整備に要する経費を対象とします。 

 (6) 役務費 

     「役務費」とは、事業を実施するための、それだけでは本事業の成果とは成り得な
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い器具機械等の各種保守、住宅モデル設計、部材の性能確認試験、加工及び部材組み

立て等を行うために追加的に必要な経費です。 

 (7) 使用料及び賃借料 

     「使用料及び賃借料」とは、事業を実施するために追加的に必要となる器具機械、

会場等の借上げに必要な経費です。 

ただし、通常の事業に伴って発生する事務所の経費は除きます。 

 

２．２．２．２ 申請できない経費 

 (1) 建物・土地等の不動産取得費および使用料等 

事業を実施する際に必要なものであっても、建物や土地等の不動産取得費、土地使

用料及び建物借り上げ費を計上することはできません。 

 (2)  住宅モデル等展示施設整備に関わる以下のもの 

 ・基礎設置費用 

 ・水回り等施設整備関係費用 

 ・内装整備費用（例.クロス張り、家具類、カーテン類 等） 

 (3) 耐用年数が１年を超えるような備品等の購入費 

耐用年数が１年を超えるような備品等についてはリース、借上等にて対応して下さ

い。 

 (4)  国土交通大臣の認定に係わる性能評価料 

(5) 事業の執行上特に必要のない会議費 

懇親会等事業の執行上特に必要でない会合等の飲料、食費等 

(6)  海外渡航旅費 

(7) 国内外を問わず、シンポジウム、セミナー等応募者の活動によらない単なる会合等

への出席のための交通費、宿泊費、参加費 

(8) 事業中に発生した事故・災害の処理のための経費 

(9) その他、当該事業の実施に関連性のない経費 

 

２．２．３ 共同事業経費の負担金額 

木構振による負担は、木構振が認めた事業内容に係る経費額を限度とし、木構振が別途定め

る手続きに基づき支払います。 

なお、経費の支払いは、一定期間ごとの事業体の立替払いとなります。 

また、金額については、提案された内容について審査委員会の評価に基づき、予算の

範囲内で、申請書に記載された金額及び事業計画等を総合的に考慮して決定しますので、

要望額についてすべて対応するものではありません。 

 

２．２．４ 共同事業契約の期間 

事業体が実施する事業は、木構振との共同事業契約締結後より着手することができ

ます。木構振が経費を負担する期間は、共同事業契約の期間内（契約締結日から平成２
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３年２月末までの事業が完了するまでの期間）となります。 

 

２．２．５ その他 

 同一の内容で、国、地方公共団体等の補助金等を受けている事業は対象とはなりませ

んが、補助対象となる部分が明確に切り分けられる場合で、他の補助事業の対象部分を

除く部分については対象とすることがあります。 

 

３ 事業の実施方法 

３．１ 事業の流れ 

本事業において提案を行い、木構振との共同による事業を行おうとする者は、下記の

実施スキームにより契約等を行っていただきます。 

 

 
 

３．２ 提案の評価 

（1）審査の実施体制 

提案事業の採択にあたり、応募提案は、木構振に設置する学識経験者等からなる審査

委員会において審査が行われます。 

審査の公平性、中立性の確保の観点から、委員の審査業務について以下の制限を行

います。 

・委員は、提案を行うことはできません。 

・委員は、委員本人と関係を有するグループ等が行った提案を審査する場合、当該審査

に関わることはできません。 

・委員は、委員本人又は委員本人と関係を有するグループが業務として、コンサルティ

ング又はアドバイス等を行った提案を審査する場合、当該審査に関わることはできま 

せん。 

なお、委員会の議事録については非公開とし、審査に関する問い合わせには応じま

せんので、あらかじめご了承ください。 

■実施スキーム 

 

林野庁 

 

 

木構造振

興（株） 

 

 

 

事業体 

補助 

②応募 

③採択 

④共同事

業契約 

①公募 

共同事業経費の負担 
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（2）審査の手順 

 提出書類について、応募の要件を満たしているか等について確認するとともに、提出

書類の内容について書面審査を行って事業体を選定します。また、必要に応じ追加資料

の請求やヒアリング等を行うことがあります。追加資料を請求した場合、その請求の際

に指定した期日までに追加資料の提出がない場合や、ヒアリング等に応じることができ

ない場合には審査の対象とならないことがあります。 

 

３．３ 事業の採択者への通知 

 審査委員会での審査結果をもとに、木構振が事業体を決定し、応募者に通知します。ま

た、採択されなかった場合についてもその旨応募者に通知します。 

 

３．４ 共同事業契約 

 事業体は、別途送付する実施手続きにより事業実施計画書及び事業予算書を作成し、木

構振の確認を受けます。事業体は木構振と共同事業契約を締結し、事業を行って頂くこと

になります。 

 

４． 共同事業期間中及び事業完了後の留意点 

４．１ 事業の計画変更 

木構振と共同事業契約を行った事業体は、やむを得ない事情により、次の(1)又は(2)

を行おうとする場合には、あらかじめ、木構振の承認を得る必要があります。 

（1）共同事業契約における計画の内容又は事業実施に要する経費の配分を著しく変更

しようとする場合 

（2）共同事業契約における事業を中止し、又は廃止する場合 

 

また、やむを得ない事情により、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の

遂行が困難となった場合においては、速やかに報告し、その指示に従っていただきま

す。 

このような手続きを行わず、共同事業契約の内容に変更があり採択された事業計画

と異なるものとなったと判断されたものについては、経費の負担の対象となりません

のでご注意ください。 

 

４．２ 実績報告 

事業体は、事業が完了したときは、「地域型住宅づくり支援事業実績報告書」を提出

していただきます。様式については、共同事業契約の際にお知らせする予定です。 

 

４．３ 成果等の取り扱い 

（1）共同事業契約により実施した事業により工業所有権等が発生した場合、その工業所有

権等は木構振と事業体との共有となります。これと併せて、以下の①～③の遵守を約
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束することが木構振による事業経費負担の条件となります。 

① 本事業の成果により工業所有権等の権利の出願をする場合には、木構振との共願

手続きを取るものとする。 

② 木構振が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求め

る場合には、無償で当該工業所有権等を利用する権利を木構振に許諾すること。 

③ 当該工業所有権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該工業所有権

等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合におい

て、木構振が当該工業所有権等の活用するために特に必要があるとしてその理由を

明らかにして求めるときは、当該工業所有権等を利用する権利を第三者に許諾する

こと。 

※ 工業所有権等とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受

ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、プログラムの著作物の著作権、データ

ベースの著作物の著作権等のこといいます。 

 (2) 工業所有権を含む所有権の確立、維持等の費用は事業体の負担とします。 

 (3) 当事業終了後５年間は、毎年度、当事業による事業成果の実用化等に伴う収益の状況

及び事業成果の供給実績を収益及び実績の有無にかかわらず、報告していただきます。 

また、当事業期間終了後５年間において、事業成果の実用化、工業所有権等の譲渡

・実施権の設定又はその他当該事業の成果の他への供与により相当の収益を得たと木

構振が認めた場合には、木構振が負担した経費の額を限度として、負担経費の全部又

は一部を納付していただきます。 

 

４．４ 取得財産の管理等 

 事業体は、当該事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後

においても善良な管理者の注意をもって管理し（善管注意義務）、共同事業の目的に従っ

て、その効率的運用を行って下さい。 

 事業体は、設計費・建設工事費にかかるものを除き、取得価格及び効用の増加した価格

が単価５０万円以上のものについては、木構振の承認を受けないで共同事業の目的に反し

て使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。ただし、木

構振の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合には、木構振が負担し

た額を限度として、その収入の全部又は一部を木構振に納付させることがあります。 

 

４．５ 事後評価に関するアンケート・ヒアリングへの協力 

 事業体には共同事業契約の期間終了後、事業の取り組み内容の調査、事業に関する評価

のために、モニター調査、アンケート調査やヒアリング等に協力していただくことがあり

ます。また、事業完了後の普及実績について、一定期間報告をしていただきます。（期間

は別途定めます。） 
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５．情報の取り扱い等 

５．１ 情報の公開・活用 

（1）プレス発表等 

共同事業契約の締結後、採択された事業については事業名、提案者、概要等をプレ

ス発表し、併せて木構振のホームページに掲載します。 

（2）事業等の公表 

広く一般に地域材の新たな地域型住宅づくりについて紹介するため、シンポジウム、

パンフレット、ホームページ等に提案内容、報告された内容に関する情報を使用する

ことがあります。 

この場合、提出書類等に記載された内容について、提案者の財産上の利益、競争上

の地位等を不当に害するおそれのある部分については、当該事業体が申し出た場合は

原則公開しません。 

 

５．２ 個人情報の利用目的 

 取得した個人情報については、申請に係る事務処理に利用する他、セミナー、シンポジ

ウム、アンケート等の調査について利用することがあります。又、同一の提案に対し国か

ら他の補助金を受けていないかを調査するために利用することがあります。 

 

６．応募方法 

６．１ 公募期間 

平成２２年６月２１日（月）～平成２２年７月５日（月） 

提出書類は７月５日必着とします。 

 

６．２ 提出先、問い合わせ先、資料の配付 

 質問・相談については、原則として、ファックス又は電子メールでお願いします。応募

様式は、下記のホームページからダウンロードして使用してください。 

〒107－0052 東京都港区赤坂 2-2-19 アドレスビル５階 

木構造振興（株） 事業部 

電話番号：03-3585-5596  ＦＡＸ ：03-3585-5598 （担当：古澤、大澤） 

メールアドレス：jigyou@mokushin.com （本応募関係専用メール） 

ホームページ ：http://www.mokushin.com/ （応募様式のダウンロード可能） 

 

６．３ 提出方法 

 郵送等とします。応募者に対して受け取った旨の連絡はしませんので、応募者自身で確

認できる方法（配達記録郵便等）で申し込みしてください。 

 郵送時は、「地域型住宅づくり提出類在中」を記入してください。（提出書類の差し替

えは固くお断りします。） 
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６．４ 提出書類 

 地域型住宅モデル事業を提案しようとする者は、公募期間中に以下の提出書類一覧表に

従って、１）～３）の必要書類を各１部揃えて提出してください。 

■提出書類一覧表 

区分 書類名 必要部数 備考 

１）提案申請書 提案申請書 様式１ 

２）添付書類 ①提案概要 様式２ 

  ②提案内容 様式３ 

  ③事業経費計画 様式４ 

  ④グループの概要 任意様式 

  ⑤地域型住宅モデルイメージ等 任意様式 

  
⑥グループの規約および経理に

関する取り決め 

１部 

任意様式 

３）ＣＤ－Ｒ 
上記１）～２）の電子データを

記録したもの 
１部   

 

※ 注意事項 

① 1）、２）の提出書類は、日本語の活字体（手書きは不可）で、Ａ４サイズとして

下さい。 

② 電子データを作成するアプリケーションソフトによる保存形式は、ワード、エクセ

ル、ＰＤＦとして下さい。なお、電子データはファイルの容量自体を極力小さくす

るような工夫をお願いします。写真データについては高画質のものを求めませんの

で、データ容量が１ＭＢ程度以内を目安としてください。 

③ ＣＤ－Ｒには、「平成 22 年度 地域型住宅づくり支援事業」と「応募課題名（例

：○○地域の地域型住宅づくり）」「応募者名」を記載して下さい。 

④ 提出書類が、募集要領に従っていない場合や、不備がある場合、記述内容に虚偽が

あった場合は、応募を原則無効とします。 

⑤ 提出書類及び電子データを記録したＣＤ－Ｒはお返ししませんので、その旨予めご

了承ください。 

 

※ 記入にあたっての留意点 

それぞれの様式の注をよく確認して、漏れのないよう記載、書類の添付等を行ってく

ださい。 

 １）提案申請書（様式１） 

・１枚を限度とします。 

・必ず代表者印を押印してください。 
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 ２）添付書類 

  ①提案概要（様式２） 

・１枚を限度とします。 

・提案グループの事業者名のリストと組織図に関する書類を別途作成してください。

（Ａ４版） 

・提案内容と目的を記載して下さい。応募目的・目標や必要性、地域での課題などに 

ついて記載して下さい。 

・グループ活動内容やこれまでの経緯と取り組み状況を記載して下さい。 

・提案内容の普及目標（具体的な普及計画、数値目標、期待される効果等）を記載し

て下さい。 

・他の補助事業等の採択状況を記載して下さい。 

  ②提案内容（様式３） 

・１枚を限度とします。 

・提案住宅の概要や目標とする性能等について記載して下さい。 

・想定する建築地域や工事費について記載して下さい。 

・地域での事業実施体制について記載して下さい。 

・今後の事業計画（実験計画やスケジュールなど）を記載して下さい。 

  ＊：その他提案内容について記載して下さい。また、記載項目の内容が納まらないよ 

  うな場合は、”別紙○に記載”等明記の上別紙を添えてください。 

  ③事業経費計画（様式４） 

・記載例を参考に、積算内訳（単価×員数）まで記載してください。内訳の単位は千

円としてください。 

・本事業によらない事業費（自己負担）がある場合は、［総額］の備考欄にその旨記

載してください。                                                    

  ④グループの概要（別添書類） 

・グループの組織が判るように、グループ名、グループ各社の名称、代表者名、担当 

者名、電話、メールアドレスなどを記載して下さい。 

  ⑤地域型住宅モデルイメージ等（Ａ４：１～２枚程度）（別添書類） 

・本事業で取り組む住宅モデルの概要が分かる図面等を添付してください。 

  ⑥グループの規約および経理に関する取り決め（別添書類） 

・グループの定款等の規約および経理規程等の会計・経理に関する取り決めが分かる

書類を添付してください。 

 

 ＊：応募に関する各書式は、具体的かつ簡潔に記載して下さい。 



                                                                   （様式１） 

平成２２年度 住宅分野への地域材供給シェア拡大総合対策事業 

地域材を生かした地域型住宅づくり支援事業 地域型住宅づくり公募提案申請書 

                                                 平成  年  月  日 

 

  木構造振興株式会社  代表取締役  西村 勝美 殿 

 応募事業名： 例：○○県地域型住宅（○○の家）           

１．応募者 

 住  所 〒 

 電話番号   FAX番号  

 グループ名   代表者               印 

２．応募テーマ（該当するテーマについて○印を付けて下さい。） 

 ① 地域型住宅モデル作成のための仕様の検討 

 ② 材料供給体制の整備や部材の共通化 

 ③ 地域型住宅モデルの展示等による普及促進 

 ④ その他（自由記述） 

３．提案概要 

1)事業費の概算額                 千円 

2)応募事業の概要（応募に係わる事業の概要を１００字以内で簡潔に分かり易く記載して下さい。

特に地域に根ざした住宅づくりの考え方を記載して下さい。） 

  

 

 

４．概要（設立年、応募者の活動目的、活動内容などを簡潔にご記入下さい。） 

例） 

設立：平成○○年 

活動目的： 

活動内容： 

供給実績： 

 

 

 

５．連絡先 

住所：〒 

会社名： 

部署：          担当者名： 

電話番号：     FAX番号：         e-mail: 

 

 ※青字部分は削除してご記入下さい。Ａ４・1枚に納めてください。 



                  ①提案概要              （様式２） 

  応募グループ名  

  応 募 事 業 名  

１．応募事業体の組織 

別添資料○による。(地域グループ名、地域グループ内のメンバー名、代表者名、連絡先等を別添資

料として提出して下さい。） 

２．提案内容と目的（応募の目的、必要性について、当該地域の課題と併せて具体的にご記入下さ

い。） 

 

 

 

 

 

 

 

３．これまでの経緯と取り組み （応募者のこれまでの過去3ヶ年間の活動実績と、取り組み内容

等について具体的にご記入下さい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．提案内容の普及目標（今回の提案地域での具体的な普及計画（建築棟数や地域材使用量の具体

的な数値目標を含む）や期待される効果について、今後の予定をご記入下さい。） 

・普及計画 

・期待される効果 

 

 

 

 

 

５．他の補助金の有無 

（今回支援対象となるものを、他の補助金等に応募（申請）している場合は、その申請している補助

金等の名称を必ず記入してください。また、他の補助金等に応募（申請）していても、補助対象とな

る範囲が異なる場合には、他の補助金等の名称と補助対象範囲の考え方を記入してください。) 

 

 ※青字部分は削除してご記入下さい。※Ａ４・1枚に納めてください。補足資料は別添としてください。 



                ②提案内容                           （様式３） 

 応募グループ名  

応 募 事 業 名  

６．具体的な提案内容  

（応募する地域型住宅の概要及び目標とする基本性能、事業実行スケジュール等の内容を記載して下さい。ま

た、事業の新規性、先導性、実現可能性等該当する事業内容を記載して下さい。） 

・地域型住宅の概要および目標とする基本性能 

・想定する建築地域（例：無指定地域、22条区域等） 

・想定する工事費（例：○○円／㎡等） 

・事業実施体制（地域検討委員会のメンバーや技術指導予定者等） 

・今後の事業計画（試験計画やスケジュール、事業終了後の予定等） 

 

その他の提案内容の例： 

・開発目標とする部材などの性能や規格化 

・開発した部材などの設計図書の作成 

・地域型住宅の施工マニュアルの作成 

・展示住宅の概要と施工部分の内容 

・新規性や先導性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※青字部分は削除してご記入下さい。※Ａ４・1枚に納めてください。補足資料は別添としてください。 



（様式４）

金　額（円） 備　考

6,700,000
例）モデル住宅建設のうち、基礎工事、内装工事につ
いては自己負担とする（○○千円）

①技術者給 100,000 例）○○千円×○日

②賃金 30,000 例）○○千円×○日

③謝金 200,000 例）委員謝金　○○千円×○人

④旅費 50,000 例）委員旅費　東京⇔大阪　○○千円×○回

⑤需用費 50,000 例）資料印刷費　○○千円（○部×○回）

⑥役務費 0
⑦使用料及び賃借料 50,000 例）会場借料　○○千円（○回）

　　設備使用料　○○千円（○回）

計 480,000
①技術者給 100,000 例）○○千円×○日

②賃金 30,000 例）○○千円×○日

③謝金 ※計上しないこと

④旅費 20,000 例）調査旅費　東京⇔静岡　○○千円×○回

⑤需用費 300,000 例）材料費　○○千円（スギ　○㎥）

⑥役務費 200,000 例）プレカットソフトウェア開発費　○○千円

⑦使用料及び賃借料 0

計 650,000
①技術者給 100,000 例）○○千円×○日

②賃金 30,000 例）○○千円×○日

③謝金 ※計上しないこと

④旅費 0
⑤需用費 300,000 例）材料費　○○千円（スギ　○㎥）

⑥役務費 300,000 例）○○試験費　○○千円

⑦使用料及び賃借料 0

計 730,000
①技術者給 100,000 例）○○千円×○日

②賃金 30,000 例）○○千円×○日

③謝金 ※計上しないこと

④旅費 0
⑤需用費 1,000,000 例）○○試験材料費　○○千円（スギ　○㎥）

⑥役務費 1,000,000 例）○○試験体組立費　○○千円（○人工）
　　○○試験費　○○千円

⑦使用料及び賃借料 50,000 例）測定器リース料　○○千円（○日）

計 2,180,000
①技術者給 100,000 例）○○千円×○日

②賃金 30,000 例）○○千円×○日

③謝金 ※計上しないこと

④旅費 0
⑤需用費 300,000 例）製本印刷費　○○千円（○部）

⑥役務費 1,500,000 例）設計料　○○千円
　　マニュアル作成料　○○千円
　　コンサルタント料　○○千円

⑦使用料及び賃借料 0

計 1,930,000
①技術者給 100,000 例）○○千円×○日

②賃金 30,000 例）○○千円×○日

③謝金 ※計上しないこと

④旅費 0
⑤需用費 300,000 例）展示材料費　○○千円（スギ　○㎥）

　　　　　〃　　　　　　○千円（金物代）

⑥役務費 300,000 例）部材加工費　○○千円（○㎥、○人工）
　　モデル住宅施工費　○○千円（○坪、○人工）

⑦使用料及び賃借料 0

計 730,000

２．供給体制の整備
に係る経費
（部材の共通化及び加
工に関する検討費、地
域材認証制度の検討に
関わる経費）

項　目

［内訳］

④事業経費計画

［総額］（申請する事業費）
※本事業経費によらない事業費（自己負担）がある場
合は備考欄に内容と金額を記載

６．地域型住宅展
示に係る経費

１．地域型住宅検
討委員会経費

３．地域型住宅部
材開発に係る経費
（部材試作品の製作、部
材化に係る基礎試験
等）

４．性能確認等のた
めの試験に係る経
費
（地域材による住宅部材
の基本的性能の性能確
認試験、試験体の製作
等）

５．地域型住宅の設
計に係る経費
（住宅の設計料、マニュ
アル作成料等）



①技術者給 600,000
②賃金 180,000
③謝金 200,000
④旅費 70,000
⑤需用費 2,250,000
⑥役務費 3,300,000
⑦使用料及び賃借料 100,000

計 6,700,000
注1：備考欄には積算内訳（例：単価×員数）を記載してください。

注2：消費税込の金額を記載してください。

注3：黄色のセルは自動計算されますので変更しないでください。

合　計
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